
 

 

報  告  第  ６  号  

 

 

専決処分した事件の承認について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

 

令和８年５月１５日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例  



 

 

○写  

処     分     書  

 

専  決  第  ５  号  

 

 

新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例

の制定について  

 

新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定する。  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分する。  

 

令和８年３月３１日  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  



 

 

新居浜市税賦課徴収条例及び新居浜市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

（新居浜市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 新居浜市税賦課徴収条例（昭和２５年条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１９条第１項中「第６７条、第８１条の６第１項」を「第６７条」に改め、同項

第２号及び第３号中「第８１条の６第１項の申告書、第９８条第１項」を「第９８条

第１項」に改める。 

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に、「。）」を

「。）（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」に改める。 

第３４条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第

４項」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「及び第３６条の３の３第１項」を「並びに第３６

条の３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

第３６条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号において

同じ。）（」に、「限る。次条第１項において同じ」を「限る」に改め、同条第５項

中「次条第４項」を「次条第５項」に改める。 

第３６条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年

金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由す

べき同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の

支払者をいう。以下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記

載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならな

い。 

（１）所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しな

ければならない者 

（２）法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け



 

 

るものを除く。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者であって、特

定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５万円以下であるもの

に限る。）をいう。次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第５３

条の２に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を

有する者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族で

あって退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当

等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が８５万円以下であるものに限

る。）を有する者 

（３）法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものに限る。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者（当該年中に

支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受

けるべき日の前日の現況において令第４８条の９の７の３に定める金額に満たな

い者を除く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定

配偶者若しくは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）

若しくは特定親族（合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する

者 

第３６条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め、同項を同条

第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項又は法第３１７条の

３の３第１項の規定による申告書を公的年金等支払者」を「第１項又は法第３１７条

の３の３第１項の規定による申告書を公的年金等支払者」に、「提出した前項又は法

第３１７条の３の３第１項」を「提出した第１項又は同条第１項」に、「、前項」を

「、第１項」に、「記載した前項又は法第３１７条の３の３第１項」を「記載した第

１項又は同条第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を

加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）公的年金等支払者の名称 

（２）公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害者又



 

 

はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又

はひとり親に該当する場合にはその旨 

（３）特定配偶者の氏名 

（４）扶養親族又は特定親族の氏名 

（５）その他施行規則で定める事項 

第６３条中「が土地」を「が土地又は家屋」に、「３０万円、家屋にあっては２０

万円」を「３０万円」に、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。 

第８０条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１

項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税

を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項

を同条第２項とする。 

第８１条第１項中「軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項に規定す

る３輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取得

者」という。）又は」を「買主を」に改め、同条第２項中「を３輪以上の軽自動車の

取得者又は」を「を」に改め、同条第３項及び第４項を削る。 

第８１条の３から第８１条の８までを削る。 

第８２条（見出しを含む。）、第８３条（見出しを含む。）及び第８５条（見出し

を含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」

を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改め、同

条第２項及び第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に改める。 

第８８条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８９条（見出しを含む。）及び第９０条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽

自動車税」に改める。 

第９１条第２項前段中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項ただし書」

に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同項後段中「種別割を課されるべき」を

「軽自動車税を課されるべき」に、「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項



 

 

ただし書」に、「よって種別割」を「よって軽自動車税」に改め、同条第７項中「種

別割」を「軽自動車税」に改める。 

附則第６条中「平成３０年度から令和９年度まで」を「平成３０年度以後」に改め

る。 

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除）」を付し、同条第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「居住年が平

成１１年から平成１８年まで又は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、

「令和７年」を「令和１２年」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けない

ときは、法附則第５条の４の２第５項」を「には、法附則第５条の４第５項」に改め、

同条第２項中「附則第７条の３の２第１項」を「附則第７条の３第１項」に改め、同

条を附則第７条の３とする。 

附則第７条の４中「附則第１９条の２第１項」を「附則第１９条の２第１項、附則

第１９条の３第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は

第４項」に改める。 

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項中「附

則第７条の３第１項、附則第７条の３の２第１項」を「附則第７条の３第１項」に改

める。 

附則第９条の２中「附則第７条の２第４項」を「附則第７条の２第４項（法附則第

７条の３第３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」に改

める。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第２１項」を「附則第１５条第２０項」

に改め、同条第４項中「附則第１５条第２２項第１号」を「附則第１５条第２１項第

１号」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２２項第２号」を「附則第１５条第２１

項第２号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２２項第３号」を「附則第１５条

第２１項第３号」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２３項第１号」を「附則第

１５条第２２項第１号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２３項第２号」を

「附則第１５条第２２項第２号」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２５項第１

号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条



 

 

第２５項第１号ロ」を「附則第１５条第２４項第１号ロ」に改め、同条第１１項中

「附則第１５条第２５項第１号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に改め、同

条第１２項中「附則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号

ニ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４

項第２号」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５

条第２４項第３号イ」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２５項第３号ロ」を

「附則第１５条第２４項第３号ロ」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２５項

第３号ハ」を「附則第１５条第２４項第４号」に改め、同条第１７項から第１９項ま

でを削り、同条第２０項中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条第２７項」に

改め、同項を同条第１７項とし、同条第２１項中「附則第１５条第３２項」を「附則

第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１８項とし、同条第２２項中「附則第１５

条第３６項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同項を同条第１９項とし、同条第

２３項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」に改め、同項を同条

第２０項とし、同条第２４項中「附則第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９

項」に改め、同項を同条第２１項とし、同条第２５項中「附則第１５条第４１項」を

「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同条第２２項とし、同条中第２６項を第２３

項とし、第２７項を第２４項とし、同条に次の１項を加える。 

２５ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の

１とする。 

附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第１７項」

に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、

同条第９項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第２４項」に改め、

同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改め、同条第

１０項第５号及び第１２項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第３２

項」に改め、同条第１５項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」

に改め、同条第１６項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土

交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音

楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実



 

 

演芸術の公演の用に供する施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定す

る補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円

滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１

号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する

基準に適合する」に改め、同項第３号中「第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸

場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会堂」を「第５条各号に掲げる特別特

定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の

条例で定める同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）」に改める。 

附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

附則第１６条の見出し中「軽自動車税の種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第

１項中「法第４４４条第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の

規定による」に、「次項から第４項まで」を「次項及び第３項」に、「軽自動車税の

種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第２項中「令和４年４月１日から令和８年３

月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に、「軽自動

車税の種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第３項中「法第４４６条第１項第３

号」を「同項」に、「この項及び次項」を「この項」に、「令和４年４月１日」を

「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度

分の軽自動車税の種別割」を「令和８年度分の軽自動車税」に改め、同条第４項を削

る。 

附則第１６条の２の見出し中「軽自動車税の種別割」を「軽自動車税」に改め、同

条第１項中「軽自動車税の種別割」を「軽自動車税」に、「前条第２項から第４項ま

で」を「前条第２項又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「軽自動車税の種

別割」を「軽自動車税」に改める。 

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７条第３項第

２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７

条の３第１項」に改める。 

附則第１７条の２第１項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改め、同条第２項

中「令和８年度」を「令和１１年度」に、「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４



 

 

条の２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」

に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税

義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号までに掲げる

土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡

をした時において地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地

すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律

第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土

砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）

第５６条第１項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項

又は第２項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のた

めの譲渡に該当しないものとみなす。 

附則第１８条第５項第２号及び第１９条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項

及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第１９条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８条の

２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所

得、譲渡所得及び雑所得については、第３３条第１項及び第２項並びに第３４条の

３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所

得の金額及び雑所得の金額として令附則第１８条の６の４で定めるところにより計

算した金額（以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とい

う。）に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額（次項第１号の規定により読み替えて適用される第３４条の２の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に相当す

る金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

（１）第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、



 

 

「総所得金額、附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

（２）第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、附則第７条第１項

及び附則第７条の３第１項の規定の適用については、第３４条の６中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項、

附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第

３４条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１９

条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（３）第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に

係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得

金額若しくは附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等

の金額」とする。 

（４）附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに附則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２０条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第

１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条の３第２項第２号

及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」を「及び第７

条の３第１項」に改める。 

（新居浜市都市計画税条例の一部改正） 

第２条 新居浜市都市計画税条例（昭和４１年条例第２５号）の一部を次のように改正

する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１

項」に改める。 



 

 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５

項」に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６

項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０

項」に改める。 

附則第１５項を附則第１６項とする。 

附則第１４項中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４

項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項若しくは

第４４項」を「第８項、第１２項から第１６項まで、第１８項、第１９項、第２３項、

第２６項、第３０項から第３２項まで、第３５項、第３６項、第４０項若しくは第４３

項」に改め、同項を附則第１５項とする。 

附則第１３項中「附則第７項及び第９項」を「附則第８項及び第１０項」に、「附

則第７項及び第１０項」を「附則第８項及び第１１項」に、「附則第８項、第１０項

及び第１１項」を「附則第９項、第１１項及び第１２項」に改め、同項を附則第１４

項とし、附則第１２項を附則第１３項とする。 

附則第１１項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１２項とす

る。 

附則第１０項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１１項とす

る。 

附則第９項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１０項とし、

附則中第８項を第９項とし、第７項を第８項とする。 

附則第６項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、

同項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０

号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に

関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用

に供する施設である」を「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）附則第

７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等



 

 

の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に

規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は

同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設

の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号中「第５条第３号に規

定する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会堂」を「第

５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第３項の条例で定める同法第２条第１８

号に規定する特定建築物を含む。）」に改め、同項を附則第７項とし、附則第５項の

次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

６ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１

とする。 

附 則  

（施行期日）  

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。  

（１）第１条中新居浜市税賦課徴収条例第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の

２及び第３６条の３の３の改正規定並びに附則第６条の改正規定及び附則第７条の

３の２第１項の改正規定（「令和２０年度」を「令和２５年度」に改める部分及び

「令和７年」を「令和１２年」に改める部分に限る。）並びに次条第１項及び第２

項の規定 令和９年１月１日 

（２）第１条中新居浜市税賦課徴収条例第６３条の改正規定及び附則第３条第２項の規

定 令和９年４月１日 

（３）第１条中新居浜市税賦課徴収条例第３４条の７第２項の改正規定並びに附則第７

条の４の改正規定（「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４

項」に改める部分に限る。）、附則第９条の２の改正規定及び附則第１７条の２の

改正規定（同条第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める部

分を除く。）並びに次条第４項の規定 令和１０年１月１日 

（４）第１条中新居浜市税賦課徴収条例附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正



 

 

規定を徐く。）及び附則第１９条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３

項及び第５項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する

法律（令和８年法律第   号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置）  

第２条 第１条の規定による改正後の新居浜市税賦課徴収条例（以下「新条例」とい

う。）第３６条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行

の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第３６条の３の３第

１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等につ

いて提出した第１条の規定による改正前の新居浜市税賦課徴収条例第３６条の３の３

第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の新居浜市税賦課徴収条例附則第７条の３第

１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所

得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において「所得

税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定により同

条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する特例居住用家屋

を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する既存

住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５項の規定によ

り同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住

宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に

規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改築等をし

た家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条第

６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住

宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の

定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割

の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置

法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規

定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若

しくは既存住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなさ



 

 

れる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋

（当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条

第２１項の規定により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項

に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居

住の用に供した場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の新居浜市税賦課徴収条例附則第７条の４の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「４号施行

日」という。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

４号施行日の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第３

号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１７条の２第１項の土地等の譲渡

について適用する。 

５ 新条例附則第１９条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分

の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置）  

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令

和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。 

２ 新条例第６３条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等

の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定

する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。 

４ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第

１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施

設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 



 

 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動

車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環

境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

（新居浜市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 新居浜市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成２６年条例第１７号）

の一部を次のように改正する。 

附則第６条中「軽自動車税の種別割」を「軽自動車税」に改める。 

（都市計画税に関する経過措置）  

第６条 次項に定めるものを除き、第２条の規定による改正後の新居浜市都市計画税条

例の規定は、令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分ま

での都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第

１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施

設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。  


